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三木町規則第14号 

 

職員の給与等の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

職員の給与等の支給に関する規則（昭和47年三木町規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第14条の２第２項第２号中「年額1,300,000円以上」の次に「（満18歳に達する日後の最初の４月１

日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者にあっては、年額1,500,000円以

上）」を加える。 

第17条第１項第２号中「若しくは通勤方法を変更し」を「、通勤方法若しくは給与条例第11条第３

項に規定する駐車場等（以下「駐車場等」という。）を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは

終了し」に改め、「運賃の額」の次に「若しくは駐車場等の料金」を加え、同条第３項中「提示」の

次に「又は第20条の５に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する

書類の提出」を加える。 

第20条中「第20条の３第２号」を「第20条の４第２号」に改める。 

第20条の３第２号中「掲げる額」の次に「（駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例と

する職員（次号において「駐車場等利用職員」という。）にあっては、その額に同条第３項第１号に

定める額を加算した額）」を加え、同条第３号中「掲げる額」の次に「（駐車場等利用職員にあって

は、その額に同条第３項第１号に定める額を加算した額）」を加え、同条を第20条の４とする。 

第20条の２を第20条の３とし、第20条の次に次の１条を加える。 

第20条の２ 給与条例第11条第２項第２号の規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距

離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(１) 片道５キロメートル未満 2,700円 

(２) 片道５キロメートル以上10キロメートル未満 5,500円 

(３) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,300円 

(４) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,100円 

(５) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 13,900円 



(６) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,700円 

(７) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,500円 

(８) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 22,300円 

(９) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 25,100円 

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 27,900円 

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 30,700円 

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 33,500円 

(13) 片道60キロメートル以上 36,300円 

第20条の４の次に次の２条を加える。 

第20条の５ 給与条例第11条第３項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとす

る。 

(１) 勤務公署の周辺又は第17条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経

路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺に

ある施設であること。 

(２) 職員が自転車を駐車するために使用する施設（自転車以外の自動車等の駐車のための部分

と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限

る。）でないこと。 

(３) その利用について職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。）若しくは給与条例第９条第２項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこ

れに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。 

２ 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事

情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町長が認めるとき

は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める要件とする。 

第20条の６ 給与条例第11条第３項の規則で定める職員は、第20条の４第２号に掲げる職員とする。 

第21条の２中「第11条第４項」を「第11条第５項」に、「第20条の３第３号」を「第20条の４第３

号」に、「及び同条」を「、同条」に、「（第20条の３第２号に掲げる職員に係るものを除く。）」

を「（第20条の４第２号に掲げる職員に係るものを除く。）及び給与条例第11条第３項第１号に定め

る額」に改める。 

第21条の３第１項中「第11条第５項」を「第11条第６項」に改め、同項第２号中「若しくは通勤方

法を変更し」を「、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了

し」に改め、「運賃等の額」の次に「若しくは駐車場等の料金」を加え、同条第２項及び第３項中

「第11条第５項」を「第11条第６項」に改める。 

第21条の４第１項中「第11条第６項」を「第11条第７項」に改める。 

第41条第１項第１号中「６月に支給する場合には100分の124以上100分の315」を「100分の125.25以



上100分の318.75」に、「100分の148以上100分の375以下）、12月に支給する場合には100分の126.5以

上100分の317.5以下（管理監督職員にあっては、100分の150.5以上100分の377.5」を「100分の149.25

以上100分の378.75」に改め、同項第２号中「６月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124」

を「100分の113.75以上100分の125.25」に、「100分の133.5以上100分の148未満）、12月に支給する

場合には100分の115以上100分の126.5未満（管理監督職員にあっては、100分の136以上100分の

150.5」を「100分の134.75以上100分の149.25」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合には100

分の104」を「100分の105.25」に、「100分の121）、12月に支給する場合には100分の106.5（管理監

督職員にあっては、100分の123.5」を「100分の122.25」に改め、同項第４号中「６月に支給する場合

には100分の94.5」を「100分の95.75」に、「100分の111.5以下）、12月に支給する場合には100分の

97以下（管理監督職員にあっては、100分の114」を「100分の112.75」に改める。 

第41条の２第１項第１号中「６月に支給する場合には100分の51.5」を「100分の52.75」に、「100

分の61.5以上）、12月に支給する場合には100分の54以上（管理監督職員にあっては、100分の64」を

「100分の62.75」に改め、同項第２号中「６月に支給する場合には100分の48」を「100分の49.25」

に、「100分の58）、12月に支給する場合には100分の50.5（管理監督職員にあっては、100分の60.5」

を「100分の59.25」に改め、同項第３号中「６月に支給する場合には100分の46」を「100分の47.25」

に、「100分の56以下）、12月に支給する場合には100分の48.5以下（管理監督職員にあっては、100分

の58.5」を「100分の57.25」に改める。 

様式第２号を次のように改める。 



 



 


